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労働安全衛生マネジメントシステム（OSHMS）の現状とこれから
OSHMSについては平成11年に厚労省から「労安全衛生マネジメントシステムに関する指針」（以下「OSHMS指針という｣)としてはじめて公表され、安衛法改正によるリスクアセスメント（RA）の努力義務化にあわせて、平成18年3月に改正された。RAを含むOSHMSを適切に実施しているなど、一定の条件を満たしていると所轄労働基準監督所長が認定した場合、安衛法第88条に基づく計画が免除されることになりました。OSHMSについては、産業界において安全衛生水準の向上に効果が認められるが、一方では「どのように導入したらよいかがよく分からない」という声も聞かれます。

丸10年が経過した時点でのこのシステムの実施率をみますと、労働者10人以上の事業所では約1割弱、リスクアセスメント約２割と依然として低調です。第11次労働災害防止計画にはリスクアセスメント・OSHMSの実施促進等が重点対策となっています。OSMHSは継続的実質的に安全衛生活動を実施することによって事業場の労働災害の潜在的危険性を軽減するとともに、労働者の健康の増進及び快適な職場環境の形成の促進を図り、安全衛生水準向上を目的とした新しいシステムです。その背景には労働災害の減少率が鈍化している中でベテランの担当者の定年退職などによって安全衛生管理のノウハウが継承されず、その結果として安全衛生水準が低下する可能性が見られています。このために、リスクアセスメントの結果をもとに「計画を立て」（Plan）→「計画を実施し」（Do）→「計画の実施結果を評価し」（Check）→「評価を踏まえて見直し、改善する」（Act）という一連のサイクル（PDCAサイクル）を繰り返し実施することを求めています。
また、これらの活動を支える基本要素として体制の整備、労働者の意見の反映、文書化、記録とその保管なども実施しなければなりません。

OSHMSを企業に導入する際、安全管理のみが取り込まれ、労働衛生管理が抜け落ちているように思われます。
製造業や建設業では安全上の問題がかなり多く取り上げてある印象がありますが、もう少し労働衛生の視点が加わってもよいと思われます。例えばメンタルヘルス対策や過重労働対策など、PDCAをうまく利用すべきです。

今後本システムを遂行していく上に、安全・衛生両面をバランスよく活用していく必要があります。
OSHMSの導入の意義として、図２の如く経営の安定化に寄与します。
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図２ OSHMSの導入の意義


